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令和６年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

(地域医療基盤開発推進研究事業) 

 

臨床検査技師，臨床工学技士，診療放射線技師のタスクシフテイング／タス

クシェアリングの安全性と有効性評価 

～診療放射線技師のタスク・シフト/シェアの実態調査～ 

 
分担研究報告書（令和６年度） 

 

研究分担者 上田克彦（国際医療福祉大学 教授） 

 

研究要旨 

【目的】2021 年に法的に診療放射線技師へタスク・シフト/シェアが認められた６行為に関して，その

行為の実施施設における安全性および有効性，効率性(2022-2024 年度)，普及への障壁(2024 年度)につ

いての検証を目的とした． 

【方法】１．全国の診療放射線技師を対象にタスク・シフト/シェアの実施状況に関するアンケート調査

を実施した．２．日本診療放射線技師会主催の告示研修の実施状況を確認した．３．安全運用の為に作

成されたガイドラインの内容を確認した．４．有効性について好事例を収集した．５．安全性について

国立大学法人病院放射線診療部門におけるインシデント報告数の推移データを確認した．６．普及への

障壁についてガイドラインを作成した関係学会・団体からの意見を収集した． 

【結果】１．有効回答について令和 4 年は 252 件，令和 5 年は 80 件，令和 6 年は 6,422 件であり，タ

スク・シフト/シェア実施割合は微増であった．２．令和 6 年度末の告示研修修了者数は 32,575 名であ

り，そのうち病院・診療所に勤務する診療放射線技師の修了者割合は 47.9％であった．３．ガイドライ

ンの内容は診療放射線技師が行って良い行為とそうでない行為を明確に記載した内容であった．４．好

事例として令和 4 年・5 年に該当施設の事例を一般公開した．５．インシデント報告数は毎年増加して

いるが，タスク・シフト/シェアのタイミングとの同調は確認できなかった．６．普及への障壁となって

いる複数の課題がみられた． 

【考察】アンケートの回答数が各年次において大きく異なるためタスク・シフト/シェア実施の割合は

微増であるが，実施の絶対数は向上しており，タスク・シフト/シェアの拡大はみられる．告示研修の修

了者は診療放射線技師の約半数であり，今後も拡大するとことが期待できる．ガイドラインによって業

務拡大への具体的な対応が明らかになっているため普及に有益であると考えられる．インシデント報告

数は毎年増加しているのは安全意識の向上による増加と推測できる．普及への障壁となっている課題に

ついては法令の改正が必要な事案もあり関係各所との協議が必要である． 

キーワード： 告示研修，ガイドライン，安全運用，課題 
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Ａ. 研究目的 

医師の時間外労働の上限規制が適用される
令和 6 年 4 月以降，医師の労働時間の短縮を
進めるためには，多くの医療関係職種がタスク
シフテイング可能な制度の下で実施可能な範
囲において，医師の業務のうち，医師以外の医
療関係職種が実施可能な業務について，医療機
関においてタスク・シフト/シェアを早急に進
める必要があるとされた．（「現行制度の下で実
施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェア
の推進について」（令和 3 年 9 月 30 日医政発
0930 第 16 号厚生労働省医政局通知））2021 年
に法的に診療放射線技師へタスク・シフト/シ
ェアが認められた６行為に関して，その行為実
施施設における安全性および有効性，効率性
(2022-2024 年度)，普及への障壁(2024 年度)
についての検証および新たに業務範囲に追加
された行為に関する研修（診療放射線技師は日
本診療放射線技師会主催令和３年厚生労働省
告示第 273 号研修）について現状を調査する
ことを目的とした．  

 

Ｂ．研究方法  

1．タスク・シフト/シェアの実施状況に関する
アンケート調査 
1-1 アンケートの調査対象 

調査対象は，全国の医療機関に勤務する診療
放射線技師とした． 

調査期間は，2024 年 7 月 1 日から 10 月 11

日までとし，Google フォームを用いたオンラ
インアンケート調査を実施した．アンケート質
問項目を図１に示す．調査の依頼は，日本診療
放射線技師会と連携した都道府県（診療）放射
線技師会の他，日本診療放射線技師会会員のみ
ならず非会員にも回答の協力を得るため全国
国立病院療養所放射線技師会，全国国立大学放
射線技師会，私立医科大学放射線技師⾧会，公
立学校共済組合放射線技師会，全国公立大学病
院放射線連絡協議会，全国歯科大学・歯学部附
属病院診療放射線技師連絡協議会，日本赤十字
社診療放射線技師会，労働者健康安全機構放射
線技師会，全日本民主医療機関連合会 放射線
部門委員会，社会福祉法人 恩賜財団 済生会 
診療放射線技師⾧会，徳洲会放射線部会，IMS

グループ 診療放射線技師部門，地域医療振興
協会・放射線部会，社会福祉法人 聖隷福祉事

業団 放射線部門⾧会，地域医療機能推進機構 

放射線部会，結核予防会診療放射線技師協議会
の 16 団体に調査協力をメールにて求めた． 

1 氏名（任意） 

2 メールアドレス（任意） 

3 勤務先の所在都道府県 

4 施設名（任意） 

5 ご施設の病床数 

6 ご施設の開設区分 

7 勤務先の診療放射線技師の常勤換算人数 

8 技師会主催の告示研修修了されましたか． 

9 

告示研修講習会を修了された方に質問です． 

研修を修了して今後患者にタスクシフトシェアされた行為を行う自

信はありますか．（条件付） 

10 
「告示研修を申し込まない」を選択された方に質問です． 

受講しない理由を教えてください．（条件付） 

11 CT 検査時の静脈路の確保業務を行っていますか． 

12 MRI 検査時の静脈路の確保業務を行っていますか． 

13 RI 検査時の静脈路の確保業務を行っていますか． 

14 RI 検査時の医薬品の注入 

15 
動脈路に造影剤の注入装置を接続(IVR,血管撮影）・造影剤を投与す

るための注入装置の操作＜自動注入器の同期撮影時の操作を含む＞ 

16 下部消化管造影剤及び空気を吸引(大腸の検査) 

17 上部消化管にて鼻腔カテーテルから造影剤の注入（胃の検査） 

18 病院，診療所以外の患者自宅等での超音波検査（US） 

19 
拡大した業務について医師・看護師等と業務領域を明確に分けてい

ますか 

20 
医師・看護師等と業務領域を明確にされている施設に伺います． 

明確にしている業務範囲を具体的にご記載ください（任意） 

21 

業務拡大行為を行っているご施設でアクシデント報告の件数につい

て伺います． 

（インシデント報告は含みません） 

22 

放射線部全体に占めるアクシデント報告のなかで，拡大された業務

に関する報告の割合はどのくらいでしょうか．（インシデント報告

は含みません） 

23 

追加された拡大業務に関してのみ伺います．具体的に報告されたア

クシデント行為・内容について記載可能な範囲で回答をお願いでき

ますでしょうか（任意・インシデント報告は含みません） 
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24 
医師の働き方改革を進めるための「医師の労働時間短縮計画」の策

定に向けた院内会議の開催状況を教えて下さい（複数回答可） 

 
以下告示研修によって業務拡大された行為をすでに行なっている施

設にお伺いします． 

25 院内規程，手順書等は整備されていますか． 

26 業務領域・内容について具体的に記載いただけますか（任意） 

27 
拡大された業務領域についての院内の研修体制は整備されています

か． 

28 
教育研修体制の整備について具体的に記載をお願いします．（任

意） 

29 
業務拡大後の安全管理体制について法改正以前と変化はあるかどう

かを伺います． 

30 
業務拡大後の安全管理体制について法改正以前と変化があった方は

具体的に記載をお願いします．（任意） 

31 

タスク・シフト/シェアを実施してみてなにか困ったこと，新たな

問題などございますと大変参考になります．経験，対処内容など記

載ください．（任意） 

図 1 アンケート質問項目 

 

収集したデータは，まず各質問項目について
単純集計を行い，過去（2021 年，2022 年）に
日本診療放射線技師会が行った類似の調査と
も比較した． 

1-2．アンケート調査における倫理的配慮 

調査対象者には，調査依頼文にて研究の目的，
方法，データの取り扱いについて説明し 任意
回答としている．本研究では，調査への参加，
不参加によって回答者にいかなる不利益も生
じず，調査内容は，タスク・シフト/シェアに関
する一般的な意見聴取を目的としており，回答
者の精神的・肉体的健康に悪影響を及ぼす可能
性のある質問や，プライバシーを侵害するよう
な質問は一切含まれていない．また，侵襲を伴
わない研究であって介入を行わないこと，さら
に個人情報を一切含まないことから倫理審査
は不要であると判断した．  

2．告示研修の実施状況 
 日本診療放射線技師会主催の令和３年厚生
労働省告示第 273 号研修（以下告示研修）は，
「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部
を改正する政令等の公布について」（令和３年
７月９日医政発 0709 第 7 号厚生労働省医政局

⾧通知）別紙１「診療放射線技師の新たに業務
範囲に追加された行為に関する研修」及び詳細
な項目については，令和 2 年度厚生労働科学特
別研究事業「診療放射線技師，臨床検査技師，
臨床工学技士の業務範囲拡大のための有資格
者研修の確立及び学校養成所教育カリキュラ
ム見直しに向けた研究」（北村班）に示された
内容に基づいて策定された研修内容にて実施
された．告示研修は e-ラーニングで行う基礎
研修と対面実施される実技研修で構成され，実
技研修は，令和 3 年 9 月 18 日から開始された．
実技研修の講師について当初年度は日本医学
放射線学会から派遣された放射線科専門医及
び日本看護協会の協力にて各都道府県看護協
会から派遣された看護師が務めた． 

3．ガイドライン作成 

 日本医学放射線学会，日本放射線科専門医会
及び日本診療放射線技師会の協力を得た共同
編集のもと医師の働き方改革に関連した診療
放射線技師の新たな業務や推進される主な業
務について安全運用するためのガイドライン
が作成された．共同編集の 3 団体以外で関係
した学会や団体は，日本インターベンショナル
ラジオロジー学会，日本血管撮影・インターベ
ンション専門診療放射線技師認定機構，日本核
医学会，日本核医学技術学会，日本医学物理学
会，日本医学物理士会，JSRT，日本放射線腫瘍
学会であり，10 の学会・団体が参画した． 

4．好事例の収集と広報 
 日本診療放射線技師会主催学術大会におけ
るタスク・シフト/シェアに関係する企画での
発表等について，好事例と判断できる事例につ
いて主任研究者がヒアリングを行った．令和 4
年 4 月 18 日済生会川口総合病院にてヒアリン
グを行い，法令改正前からの人員配置体制検討
や院内ＩＶナース研修の活用など病院全体で
タスク・シフト/シェアに取り組み円滑に進め
た事例について，早期に冊子配布し共有された．
また大学病院における事例は，2023 年 9 月 30
日第 39 回日本診療放射線技師学術大会（熊本
市）における熊本大学病院池田龍二氏が講演し
た「放射線部門でのタスクシェア推進のために
必要な取り組み」を大きな組織における取組事
例として共有された． 
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5．インシデント数の推移 
診療放射線部門の運用が安全に行われてい

るか検証するため，全国国立大学法人放射線診
療部門会議 医療安全委員会作成の「放射線部
医療安全 NEWSLETTER」に掲載のインシデ
ント報告数の年次推移についてのデータ提供
を依頼した． 

6．普及への障壁となる課題 
 タスク・シフト/シェアの実施後に一連の業
務を診療放射線技師だけで行うことが困難な
事例について関係学会等にヒアリングを行っ
た．日本核医学技術学会，日本 X 線 CT 専門
技師認定機構，日本血管撮影・インターベンシ
ョン専門診療放射線技師認定機構に意見を求
めた． 
 

Ｃ. 研究結果 

1．タスク・シフト/シェアの実施状況に関する
アンケート調査 
1-1 調査結果概要 
 有効回答は 6,422 件の個人回答であり，施設

別回答数は 1,581 件であった．CT 造影のため

の静脈路確保を実施している施設は 136 件，

実施準備中は 153 件，MRI 造影の静脈路確保

を実施している施設は 117 件，準備中は 149

件，RI 検査の静脈路確保を実施している施設

は 126 件，準備中は 113 件であった．RI 検査

医薬品の注入を実施している施設は 218 件，

準備中は 109 件であった．動脈路への造影剤

注入器接続を実施している施設は 669 件，準

備中は 62 件であった．下部消化管造影空気吸

引を含めて実施している施設は 329 件，準備

中は 32 件であった．上部消化管にて鼻腔カテ

ーテルから造影注入を実施している施設は 60

件，準備中は 25 件であった．医療施設外での

超音波検査を実施している回答は 29 件，準備

中は 15 件であった． 

日本診療放射線技師会が過去に実施した類

似の調査（2022 年度回答 252 件，2023 年度回

答 78 件）と新たな業務のうち 8 行為の実施割

合は微増である（図 2）． 

  
図 2 診療放射線技師へのタスク・シフト/シェア推移 

 

教育・研修内容に関する具体回答として院内
IV ナースの研修・認定制度を利用した，また
は利用するは 21 回答あり，その他看護部門の
協力を得たとの回答は多数あった．告示研修修
了後に実践に至る上で OJT のみならず院内で
シミュレータを導入したフォロー研修を実施
している施設もある． 
 アクシデント報告件数が増加したかの問に
対する回答はやや増えているが 2％であった．
アクシデントの内容についての回答を求めて
いないため具体事例は不明である． 
 アンケート集計の資料を別紙１に示す． 
1-2 不安や危惧する意見自由記載回答要約 
「タスク・シフト/シェアを実施してみてなに
か困ったこと，新たな問題などございますと大
変参考になります．経験，対処内容など記載く
ださい．」の自由記載回答について要約した． 

1-2-1. 人員体制と業務負荷に関する懸念 

最も多くの意見が寄せられたのが，人員体制に

関する問題である． 

・人員不足の深刻化: 多くの施設で診療放射

線技師の人員が充足しておらず，現状の業務

すら厳しい状況であるとの声が多数あった．

タスク・シフト/シェアによって新たな業務が

加わることで，一人ひとりの業務負荷がさら

に増大し，業務過多に陥ることを懸念する意

見が目立った．「タスク・シフト/シェア以前

0%
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に，まずは適切な人員配置が先決である」と

いった根本的な問題を指摘する声も多くあっ

た． 

・既存業務への影響: 新規業務の追加によ

り，画像検査業務や放射線治療業務といった

本来の専門業務に支障が出るのではないか，

質が低下するのではないかという不安が示さ

れた． 

・夜間・休日体制の課題: 緊急検査などが多

い夜間や休日の人員体制が手薄な施設では，

タスク・シフトされた業務への対応が困難で

あるとの意見もあった． 

1-2-2 造影剤使用時の副作用発生と緊急時対応

への強い不安 

造影剤使用は、医師の具体的な指示の下に行

う必要があり、また、合併症等が生じた場合に

は医師が適切に対応できる体制の下で行うな

ど、安全の確保を十分に図るものとすることと

されているが、造影剤副作用発生時の緊急対応

については，多くの不安の意見が上がった． 

・医師，看護師不在時の対応の限界: 特に医

師が常駐していない，あるいは迅速な応援が

得られにくい状況下で重篤な副作用が発生し

た場合，診療放射線技師のみでどこまで対応

できるのか，その限界と責任に対する不安が

強く表明された．「医師，看護師への報告・指

示系統が確立されていても，実際に医師，看

護師が到着するまでの数分が生死を分ける可

能性がある」といった切実な意見が見られ

た． 

・法的責任の所在: 緊急時の対応やその結果

に対する法的な責任の所在が不明確であるこ

とへの懸念が多数あった．診療放射線技師が

行える医療行為の範囲や，万が一の事態にお

ける法的保護が十分でない現状を不安視する

声もあった． 

・副作用発生時対応プロトコルと訓練不足: 

副作用発生時の明確な対応プロトコルが未整

備である，あるいは整備されていても実際の

運用に不安があるという意見があった．ま

た，定期的なシミュレーション訓練や医師・

看護師における緊急時医薬品（アドレナリン

注射薬など）の使用に関する実践的な研修の

不足を指摘する声も多く，これらの充実を求

める意見があった． 

1-2-3. 教育・研修体制の整備とスキル習熟の

必要性 

タスク・シフト/シェアされる業務を安全かつ

適切に実施するためには，十分な教育・研修が

不可欠であるとの意見が多数あった． 

・体系的な教育プログラムの欠如: 新たな業

務知識や手技を習得するための標準化された

院内研修プログラムや，現場での指導体制が

整っていないことへの不安が示された． 

・手技の標準化と質の担保: 実施する手技の

標準化や，実施後の評価体制が重要であると

の認識が示され質の担保に対する懸念も見ら

れた． 

・認定制度の必要性: 特定の業務を行うため

の認定資格制度の導入などスキルを客観的に

評価し保証する仕組みを求める声もあった． 

1-2-4. 責任範囲の明確化と法的整備 

業務範囲の拡大に伴う責任の所在の明確化と，

法的な裏付けを求める意見もあった． 

・業務範囲の曖昧さ: 診療放射線技師が行え

る業務の範囲が具体的にどこまでなのか，解

釈に曖昧さが残る点への不安があった． 

・インシデント発生時の責任: 実際にインシ

デントやアクシデントが発生した場合の責任

分担が明確でないことへの懸念が強く，これ

がタスク・シフト/シェア推進の大きな障壁と

なっている可能性が示唆された． 

1-2-5. 医療安全と質の維持・向上 

タスク・シフト/シェアによって医療の質が低

下することへ危惧する意見もあった． 
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・安全管理体制の構築: 十分な準備や体制が

整わないままタスク・シフト/シェアを進める

ことによる医療安全へのリスクを指摘する声

があった．手順の標準化，ダブルチェック体

制の導入，ヒヤリハット事例の共有と分析体

制の確立などが求められた． 

・患者への説明と同意: 技師が新たな業務を

行うことについて，患者への十分な説明と理

解を得るプロセスも重要であるとの意見があ

った． 

1-2-6. 他職種との連携強化 

医師や看護師など，他職種との円滑なコミュニ

ケーションと連携体制の構築が不可欠である

との意見も見られた．チーム医療の一員とし

て，それぞれの専門性を活かしつつ協力し合う

体制づくりを求める意見があった． 

1-2-7. その他 

・タスク・シフト/シェアの範囲と内容: どの

ような業務をどこまでシフトするのか，各施

設の状況（規模，人員，設備，地域の医療事

情など）に応じた慎重な検討と段階的な導入

が必要であるとの意見があった． 

・導入への期待と慎重論: 一部の回答には，

専門性の発揮や業務範囲拡大によるモチベー

ション向上への期待も見られたが，全体とし

ては慎重な意見や，課題解決が先決であると

いう意見が多数を占めた． 
2．告示研修の実施状況 

厚生労働省告示第 273 号にて，診療放射線
技師法改正に基づく公益社団法人日本診療放
射線技師会が主催する「令和３年厚生労働省告
示第 273 号研修（以下告示研修）」の開催は
2025 年 3 月末までに実技研修を 834 回実施し，
32,575 名が修了した．その内病院・診療所に勤
める修了者数は 27,765 名であり病院・診療所
に勤務する診療放射線技師の修了者割合は
47.9％であった． 2024 年度までの目標値
25,704 名に対して 108％の達成率であった．
また実技研修前の e-ラーニングを用いた基礎

研修修了者は 37,445 名，基礎研修申し込み者
は，42,615 であった．2025 年 3 月 20 日に実
施された第 77 回診療放射線技師国家試験受験
者のうち 4 年制の診療放射線技師教育施設等
の旧カリキュラムで教育を受けた学生を対象
に学生 3,520 名についても各教育施設の協力
を得て告示研修を実施した．告示研修の実技研
修は原則 1 日開催する要項として運営してい
るが，離島にて実施した告示研修では 2 日間開
催とし離島受講者の移動負担を軽減する特別
な運営とした． 

3．ガイドライン作成 
日本医学放射線学会，日本放射線科専門医会

及び日本診療放射線技師会の協力を得た共同
編集のもと医師の働き方改革に関連した診療
放射線技師の新たな業務や推進される主な業
務について安全運用するためのガイドライン
が作成された．共同編集の 3 団体以外で関係
した学会や団体は，日本インターベンショナル
ラジオロジー学会，日本血管撮影・インターベ
ンション専門診療放射線技師認定機構，日本核
医学会，日本核医学技術学会，日本医学物理学
会，日本医学物理士会，JSRT，日本放射線腫瘍
学会であり，10 の学会・団体が参画したガイ
ドラインとなっている．診療放射線技師が行っ
てよい業務とそうでない業務がわかりやすく
記載されている内容となっており，実務での混
乱をできるだけ少なくするような構成となっ
ていることが特徴である．別紙 2 に放射線科医か

ら診療放射線技師へのタスク・シフト/シェアのための

ガイドライン集を示す． 

4．好事例の収集と広報 
 令和 4 年度には静脈路確保について早期に
対応した済生会川口総合病院における活動「診
療放射線技師によるタスクシフトの実践例（静
脈路の確保）」を冊子として整理し 1,000 部印
刷し JRC2024 等関係学会にて配布した（令和
4 年度成果物報告済）．令和 5 年度は熊本大学
における取組について「放射線部門でのタスク
シェア推進のために必要な取り組み（抜針・止
血，静脈確保，RI 投与」を 1,000 部印刷し関
係学会で配布した（令和 5 年度成果物報告済）．
令和 5 年 11 月 25 日第 18 回医療の質・安全学
会（神戸国際展示場）パネルディスカッション
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8「働き方改革においてタスク・シフト/シェア
はその役割を果たせるか？」にて好事例広報及
びガイドラインの内容紹介を行った． 
5．インシデント数の推移 

全国国立大学法人放射線診療部門における
インシデント報告総数は平成 28（2016）年度
から増加傾向がみられ，2021 年 10 月の改正診
療放射線技師法施行前後での顕著な変化はみ
られない（図 3）． 
 

図 3 インシデント報告数推移 

3b 以上だけの報告数に注視すると令和 4
（2022）年度から令和 5（2023）年度に増加し
ており，平成 28（2016）年度の報告数に近い
数値となっているが，報告数増減とタスク・シ
フト/シェアとの関連は不明である（図 4）． 

図 4 3b 以上インシデント報告数推移 

 
6．普及への障壁となる課題 
 法令及び通知，疑義照会回答に記載されてい
ない事案について，各検査領域について述べる． 
 6-1 造影剤投与及び放射性医薬品投与のた
め確保した静脈路の二次利用 
 診療放射線技師が確保した静脈路について

使用目的が限られているが，これらの静脈路か

ら医師，歯科医師，看護師，臨床検査技師が血

液検査のための血液を採取してよいかとの疑

義があると日本核医学技術学会は述べている．

これが良いなると FDG-PET 検査において血

糖値の測定が効率的であり患者への侵襲も低

下すると思われる．さらに診療放射線技師が確

保した静脈路からの採血について診療放射線

技師が可能となれば，より効率的な運用が可能

となり将来の検討の課題とも言える．また，診

療放射線技師によるヘパリンロックの注入行

為が可能となることで効率的な運用が可能と

が，追加検討が必要な事項となる． 

6－2 核医学検査の課題 

6-2-1 検査のためのガス状の放射性医薬品及び
カプセル状の放射性医薬品の取扱い 

核医学検査においてクリプトン（Kr-81m）

を用いる放射性医薬品の投与について 「診療

放射線技師法施行規則等の一部を改正する省

令案」に関する御意見募集について意見が提出

されているが，令和 3 年 7 月 9 日の厚生労働

省医政局医事課の「結果について」の「御意見

に対する考え方」として投与可能と読み取れる

が，その場合に投与装置において酸素も同時に

投与する必要があり，一連の投与として良いの

かの疑義が，日本核医学技術学会が述べている．

また，ヨウ素-123（I-123）カプセルの経口投与

については患者自身が飲み込むものであるが

診療放射線技師の投与として良いか疑義があ

ると上記学会は述べている． 

6-2-2 医薬品でない食品であるレモン果汁投与
及び飲水 

 唾液腺シンチグラフィにおいてはレモン果
汁，レノグラム（腎動態シンチグラム）では検
査のための飲水を行う場合あり，これらの行為
についても患者が自ら行うものであるが，日本
核医学技術学会は診療放射線技師としての関
わりについて明確でないと述べている．レモン
果汁の代わりにクエン酸においても医薬品と
食品添加物があり，医薬品であるシナールを用

0
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いる施設も見られることからこれらの行為に
ついて医薬品を投与する場合には，診療放射線
技師の行為についても検討が必要である． 

6-2-3 FDG PET 検査時における糖類投与 
FDG PET 検査時前には数時間の絶食が必

要であり，血糖コントロールが必要な患者には

おいては低血糖症状を起こす可能性がある．こ

の際、医師から患者へ処方された糖負荷剤経口

投与の補助及び低血糖症状が現れた際の糖類

経口投与の補助についても検討が必要である． 

6-3  CT 検査における課題 
6-3-1 造影剤副作用発生時のアドレナリン筋
注 

2025 年 3 月に医療事故調査・支援センター

より発行された医療事故の再発防止に向けた

警鐘レポート No.２において造影剤投与にて

発生したアナフィラキシー死亡例 19 例につい

ての広報があり，そのうち 9 例が造影剤投与後

の事例であった．レポート内にてショック症状

に至る前にアドレナリン筋注を行う対策が啓

発されている．現在，医師，歯科医師，看護師

の投与は可能であるが，診療放射線技師は投与

できないが，アナフィラキシー事例が多い CT

等の造影検査において診療放射線技師が緊急

時にアドレナリン筋注を行うことが有益か検

討する必要がある． 

2023 年 11 月開催された第 18 回医療の質・

安全学会学術集会のパネルディスカッション

で，診療放射線技師のアドレナリン筋注につい

て行うべきとの発言があった．別紙 3 に「第 18

回医療の質・安全学会学術集会 パネルディスカッシ

ョン 24．連携強化で，アナフィラキシ－ショック死ゼ

ロを目指そう！ ～アナフィラキシーガイドライン

2022 改訂を踏まえて～」の抄録を示す． 

 今後，診療放射線技師が投与可能とする薬品

についても検討が必要である． 

 
Ｄ. 考察  

1．タスク・シフト/シェアの実施状況に関する
アンケート調査  

アンケートの自由記述回答からは，診療放射

線技師へのタスク・シフト/シェアに対して，

現場の診療技師たちが多くの期待と同時に，強

い懸念や不安を抱いている状況が明らかにな

った．特に，人員不足が慢性化している中での

業務負荷の増大，そして造影剤副作用をはじめ

とする緊急時対応における責任体制や安全確

保策の十分対応についての整備は，タスク・シ

フト/シェアを進める上での最重要課題と言え

る．自由回答の回答割合は 768/6442 の 12.5％

であり，タスク・シフト/シェア未実施の施設

としての不安もあると推測される． 

医師から診療放射線技師へのタスク・シフト

/シェアとして認められた新たな行為について

は十分に普及していないことが示された．静脈

路確保については必要な人員の確保や診療放

射線技師だけで造影検査を行う場合に「臨床検

査技師等に関する法律施行令の一部を改正す

る政令等の公布について」（令和３年７月９日

医政発 0709 第 7 号厚生労働省医政局⾧通知）

では「また，合併症等が生じた場合には医師又

は歯科医師が適切に対応できる体制の下で行

うなど，安全の確保を十分に図るものとするこ

と．」と記載があるものの，安全確保について

は造影剤投与後の副作用発生の緊急時に対応

が可能となる医師，看護師を迅速に招集するに

は，従前よりも時間を要する懸念があると認識

され，タスク・シフト/シェア普及の障壁にな

っていることがわかる．緊急的な対応について

診療放射線技師の業務範囲について追加検討

が必要と考えられる． 

また，自由回答意見の中には好事例で解決し

ている内容もあるため，今後も好事例について

さらなる情報共有が必要である． 

2．告示研修の実施状況 
 診療放射線技師の告示研修は計画通り進ん
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でいるものの，東京都 40％，大阪府 45％と都
市部では受講率が高くなく，2025 年度の告示
研修計画以降も都市部を中心に未受講者への
フォローが必要である．告示研修を受講しない
理由の調査にて「新たな業務を行う予定がない」
と回答が 127 件（35.3％）であった。 

3．ガイドラインの内容 
 ガイドラインについて診療放射線技師の新
たな業務の具体的範囲とその運用について記
載がされており，有益なものであると考えられ
る．一方記載されていない検査に必要な行為に
ついての疑義も発生し，本報告の課題に記載し
た内容もある．このように業務の内容の整理に
つながる面でも有益であると言える． 

4．好事例の収集と広報 
 済生会川口総合病院では院内 IV ナースの研
修認定制度にて診療放射線技師の技術の確認
を行ったことを模範事例として広報周知した．
アンケート調査では他医療施設においても IV     
ナース研修認定制度を利用した施設もあり，技
術向上には医師のみならず看護部門の協力が
有益であると考えられる． 

5．インシデント数の推移 
 全国国立大学法人放射線診療部門における
インシデント報告数の増加についてタスク・シ
フト/シェアとの関連については不明であるが，
2023 年度の報告時に診療放射線技師による血
管外漏出事例はなかった．これはまだ静脈路確
保の行為を診療放射線技師が担っている大学
病院は少なかった可能性も高く，診療放射線技
師によるインシデントであるかの確認はでき
ないため，タスク・シフト/シェアとの関連性
についても評価は難しい． 

6．普及への障壁となる課題 
 第 18 回医療の質・安全学会においてアナフ
ィラキシー死亡例の半分は CT 造影剤投与に
よるものであることが示され，アドレナリンの
筋注について診療放射線技師が投与できない
現状について課題が残ることが話題となった．
新たな薬品の投与については法的整備と新た
な教育が必要となるため，適切な議論の場が必
要である．各検査・治療における安全の担保に
は，新しい業務に対する医療施設内の研修等技

術向上のための活動が必要であり，今後、診療
放射線技師養成校における実践的な教育が適
切に行われているかの検証も必要と考えられ
る． 

Ｅ. おわりに 
本研究ではタスク・シフト/シェアの普及実

態が徐々に進んでいるが，一連の検査行為の中
で追加検討が必要な課題があることが示され
た．    

本研究で得られた知見は，診療放射線技師へ
のタスク・シフト/シェア普及推進及び課題解
決に寄与するものと考えられる． 
 

本論文に関連し，開示すべき利益相反はない． 
 
F. 健康危険情報 なし  

G 研究発表 なし 

H. 知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む)  

1. 特許取得 なし  

2. 実用新案登録 なし 

3．その他 なし 
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